
意見書 

 

平成 22 年 3 月 25 日 

 

総務省大臣官房政策評価広報課 

 政策評価担当 御中 

 

郵便番号 105-7304 

住 所
（ ふ り が な ）

 東京都港区
と う き ょ う と み な と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9 番 1 号 

氏 名
（ ふ り が な ）

 ソフトバンクＢＢ
びーびー

株式
かぶし き

会社
が いし ゃ

 

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

 孫
そん

 正義
ま さ よ し

 

 

郵便番号 105-7316 

住 所
（ ふ り が な ）

 東京都港区
と う き ょ う と み な と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9 番 1 号 

氏 名
（ ふ り が な ）

 ソフトバンクテレコム株式
かぶし き

会社
が いし ゃ

 

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長
しゃちょう

C E O
しーいーおー

 孫
そん

 正義
ま さ よ し

 

 

郵便番号 105-7317 

住 所
（ ふ り が な ）

 東京都港区
と う き ょ う と み な と く

東新橋
ひがししんばし

一丁目 9 番 1 号 

氏 名
（ ふ り が な ）

 ソフトバンクモバイル株式
かぶし き

会社
が いし ゃ

 

代表
だいひょう

取締
とりしまり

役
や く

社長兼
しゃちょうけん

C E O
しーいーおー

 孫
そん

 正義
ま さ よ し

 

 

 

 

 

「平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等について（平成 22

年度目標設定表）（案）」に対する意見募集に関し、以下のとおり意見を提出します。



 1

別紙 

このたびは、「平成 22 年度以降に総務省において実施する主要な政策ごとの目標設定等につ

いて（平成 22 年度目標設定表）（案）」（以下、「本目標設定（案）という。）に対する意見募集に関し、

意見提出の機会を設けて頂いたことにつきまして、御礼申し上げます。 

 以下のとおり弊社共の意見を述べさせて頂きますので、宜しくお取り計らいの程、お願い申し上

げます。 

 

【政策 13】情報通信技術利用環境の整備 

電気通信事業分野における競争状況の評価を実施 

電気通信事業分野における競争状況の評価（以下、「本制度」という。）に対する弊社共意

見書においても述べているとおり、本制度は表層的な評価が繰り返されるだけで、単なる市

場レビュー以上の効果は望めないものになっていると考えます。 

従って、本制度を公正競争ルールの整備に資するものとするため、「基礎的調査研究」の

実施に際しては、公正競争上喫緊の課題となっている以下の項目を対象とすることで、市場

の実態を適正に捉え、競争上の真の課題を特定すべきと考えます。 

- 光ファイバの公正公平な貸出条件の整備 

- 移動体通信市場における市場流動性の確保 

- 移動体通信市場における保有周波数帯域の格差解消 

 

電気通信事業における料金算定等に関する調査研究の実施 

現在、PSTN やドライカッパ等のレガシー系サービスの接続料算定の在り方について、見直

しを行う方向性が示されていますが、国内外の電気通信市場の動向及び既存の制度の在り

方等について調査をすることは当該見直しの検討に有効であるものと考えます。当該調査研

究結果を来年度予定される「平成 23 年度以降の接続料算定の在り方について」の議論にお

いて有効に活用するためには、遅くとも本年夏頃までには結果を得られるよう、具体的な調

査が行われることが必要と考えます。 

以上 


